
阿賀野市告示第４６号 

 阿賀野市入札価格調査制度実施要綱を次のように定める。 

  令和８年３月１８日 

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市入札価格調査制度実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、市が一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」

という。）により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１

６７条の１０第１項（施行令第１６７条の１３において準用する場合を含

む。）の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札

をした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがあるものとし

て競争入札を行う場合に実施する調査（以下「入札価格調査」という。）に

ついて定めるものとする。 

 （対象となる建設工事） 

第２条 この告示の対象となる建設工事は、予定価格が２００万円を超え１，

０００万円未満の見積書を設計額としているものとする。ただし、市長が別

に定めるものについては、この限りでない。 

（入札価格調査の算定方法等） 

第３条 建設工事の入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基

準価格」という。）を算定するために、あらかじめ入札調査準備価格（以下

「調査準備価格」という。）を算定する。 

２ 調査準備価格は、当該建設工事に係る額（予定価格に１１０分の１００を

乗じて得た額（以下「比較予定価格」という。））に１０分の７．５を乗じて

得た額とする。 

３ 前項の場合において、調査準備価格が１万円未満に端数があるときは、こ

れを切り上げるものとする。 

 （調査基準価格の算定方法） 

第４条 調査基準価格は、調査準備価格に１００分の１１０を乗じて得た額と

する。 

 （入札参加者への周知） 

第５条 入札価格調査の対象建設工事に係る競争入札を行おうとする場合は、

競争入札の公告又は通知書に次に掲げる事項を入札条件として記載し、入札

8.3.30 



参加者へ周知するものとする。 

 (１) 入札価格調査制度を適用すること。 

 (２) 調査基準価格を下回り最低の価格をもって入札をした者（以下「最低

価格入札者」という。）は、市が指定した日時に、入札価格調査に必要

な書類を提出し、入札価格調査に応じなければならないこと。 

 (３) 最低価格入札者については、調査を行った上で落札者とするか否かを

決定すること。 

 (４) 最低価格入札者は、調査の結果により落札者とならない場合があるこ

と。 

 （競争入札の執行） 

第６条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行わ

れた場合は、落札者及び落札候補者の決定を保留し、落札者を後日決定する

旨を告げて入札を終了するものとする。 

 （入札価格調査の実施） 

第７条 入札執行者は、次に掲げる入札価格調査を行うものとする。 

 (１) 当該価格で入札した理由 

 (２) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

 (３) 手持資材の状況 

 (４) 資材購入先及び入札者との関係 

 (５) 手持機械数の状況 

 (６) 労務者の具体的供給の見通し 

 (７) その他必要な事項 

 （落札結果の通知等） 

第８条 入札価格調査の結果、最低価格入札者を落札者とする場合は、入札執

行者は、最低価格入札者に対して、その旨の通知をするとともに、その他の

入札者に対しては最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとす

る。 

２ 前条の調査の結果、最低価格入札者を落札者としない場合は、入札執行者

は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の

価格をもって入札した者（以下「次順位者」という。）を落札者と決定する。

ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第６条

から第７条までの規定を準用し、改めて調査等を行うものとする。 

３ 前項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、入札執行者は、最

低価格入札者に対しては落札者としない旨を通知し、次順位者及びその他の



入札者に対しては、次順位者が落札者となった旨の通知をするものとする。 

４ 前条の調査の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者が

存在しないときは、再度競争入札を行うものとする。この場合において、入

札価格調査の対象となった者は、再度競争入札に参加させないものとする。 

 （報告等） 

第９条 入札執行者は、入札価格調査を行ったときは、落札者の決定後、速や

かに当該入札の調査報告書を作成し、予定価格に応じた決裁権者に報告する

ものとする。 

 （補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に

定める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。  


